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衆
議
院
議
員
階
猛
君
提
出
日
本
国
憲
法
第
十
八
条
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

一
般
に
、
徴
兵
制
度
と
は
、
国
民
を
し
て
兵
役
に
服
す
る
義
務
を
強
制
的
に
負
わ
せ
る
国
民
皆
兵
制
度
で
あ
っ
て
、
軍
隊

を
常
設
し
、
こ
れ
に
要
す
る
兵
員
を
毎
年
徴
集
し
、
一
定
期
間
訓
練
し
て
、
新
陳
交
代
さ
せ
、
戦
時
編
制
の
要
員
と
し
て
備

え
る
も
の
を
い
う
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
徴
兵
制
度
は
、
我
が
憲
法
の
秩
序
の
下
で
は
、
社
会
の
構
成
員
が
社
会

生
活
を
営
む
に
つ
い
て
、
公
共
の
福
祉
に
照
ら
し
当
然
に
負
担
す
べ
き
も
の
と
し
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で

な
い
の
に
、
兵
役
と
い
わ
れ
る
役
務
の
提
供
を
義
務
と
し
て
課
さ
れ
る
と
い
う
点
に
そ
の
本
質
が
あ
り
、
平
時
で
あ
る
と
有

事
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
憲
法
第
十
三
条
、
第
十
八
条
な
ど
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
み
て
、
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解

し
て
き
て
い
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
政
府
の
考
え
方
は
、
社
会
情
勢
等
の
変
化
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
平
成
二
十
七
年
八
月
四
日
の

参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
御
指
摘
の
中
谷
防
衛
大
臣
（
当
時
）
の

徴
兵
制
度
に
係
る
発
言
に
つ
い
て
も
、
こ
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

我
が
国
の
防
衛
力
の
中
核
を
な
す
自
衛
隊
員
の
人
材
確
保
と
そ
の
能
力
及
び
士
気
の
向
上
は
、
防
衛
力
の
強
化
の
た
め
に

不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
政
府
と
し
て
は
、
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中
、
自
衛
隊
員
の
人
材
確
保
等
を

図
る
観
点
か
ら
、
自
衛
隊
員
を
支
え
る
人
的
基
盤
の
強
化
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

具
体
的
に
は
、
「
平
成
三
十
一
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
」
（
平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
及
び

「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
（
平
成
三
十
一
年
度
～
平
成
三
十
五
年
度
）
」
（
平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お

い
て
、
人
的
基
盤
の
強
化
を
防
衛
力
の
強
化
に
当
た
っ
て
の
優
先
事
項
と
し
て
位
置
付
け
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
閣
議
決
定
に

従
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
採
用
の
取
組
強
化
、
大
卒
者
等
を
含
む
採
用
層
の
拡
大
、
女
性
の
活
躍
推
進
、

予
備
自
衛
官
の
活
用
や
充
足
向
上
、
人
工
知
能
等
の
技
術
革
新
の
成
果
を
活
用
し
た
無
人
化
・
省
人
化
等
の
施
策
を
講
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


